
【法定外公共物（公衆用道路）】(車道部)

（ ５ ）㎝

（ ２０ ）㎝

占用物件

・車道部の仮舗装を行う場合は、舗装厚を防塵程度として原則3㎝とし、除雪期をまたぐまたは

 半年以上の長期間となる場合は5㎝とする。また、路面は著しく平坦性を損なうようなことは無

 いようにし、本復旧を行うまで良好な路面管理を行うこと。

・条件に疑義がある場合は協議をすること。
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Ａ ＋ 600㎜以上 1,200㎜以下

300㎜
以上

Ａ
300㎜
以上

影響部分から絶縁線ま
での距離が上記の場合
は、この部分を影響部分
に含めるものとする。影響幅 掘削幅 影響幅

保護材

砂

表　層 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)

下層路盤 　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)

絶縁線：側溝、地先境界ﾌﾞﾛｯｸ、
土留、施設基礎、未舗装との境
目、目地、既設舗装上のカッ
ター跡等


